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第１２５号議案 損害賠償額の決定および和解について 
（保健体育課） 

 

 「地方自治法」第96条第1項の規定に基づき、損害賠償額の決定および和

解について、議会の議決を求める。 

 

（概 要） 

  若狭高等学校での鉄棒落下事故 

相 手 方 小浜市 個人（３名） 

   損害賠償額 140,000,000円 

 

第１２６号議案 県有財産の取得について 
（子ども家庭課） 

 

 

 一時保護所建築工事にかかる県産材を事前調達することについて、議会の

議決を求める。 

 

（概 要） 

 ・取得する財産 県産材を加工した集成材等 約５５０㎥ 

 ・契 約 方 法 随意契約 

 ・契 約 者 福井県木材協同組合連合会 

 ・契 約 金 額 122,760,000円 

 

 

第１２７号議案 道路改良工事請負契約の変更について 
（道 路 建 設 課） 工事名称  道路改良工事（仮称）白粟トンネル 

工事場所  一般国道４７６号 今立郡池田町白粟地係 

工事内容  トンネル工 一式  延長 613.0ｍ 幅員 8.5ｍ 

契 約 者  ㈱関組、坂川建設㈱、㈱佐飛建設 道路改良工事（仮称）白粟ト

ンネル特定建設工事共同企業体 

変更内容  契約金額 変更前 1,729,068,000円 

           変更後 1,899,183,000円  
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第１２８号議案 権利の放棄について 
（地域医療課） 

 

県立病院の診療費等未収金のうち、主債務者の死亡および相続人の相続放

棄等により、回収見込みがない債権を放棄する。 

 

（概 要） 

放棄する債権の内容 

区 分 相手方人数 金 額 

診療費等 20人 3,764,394円 
 

 

報告第３０号  専決処分の報告について（損害賠償額の決定お 

～報告第３６号 よび和解について） 

 報告第 30号（文化課） 

事故の 概要 
滋賀県高島市今津町名小路１丁目の県道における人身事

故 

相  手 方 滋賀県高島市 個人 

損害賠償額 1,609,104円 

報告第 31号（原子力安全対策課） 

事故の 概要 敦賀市呉竹町２丁目の市道における物損事故 

相  手 方 敦賀市 個人 

損害賠償額 87,764円 

報告第 32号（土木管理課） 

事故の 概要 坂井市丸岡町一本田中の駐車場における物損事故 

相  手 方 坂井市 個人 

損害賠償額 61,600円 

報告第 33号（高校教育課） 

事故の 概要 坂井市丸岡町本町２丁目の市道における物損事故 

相  手 方 坂井市 個人 

損害賠償額 454,823円 

報告第 34号（警察本部） 

事故の 概要 福井市風巻町の駐車場における物損事故 

相  手 方 福井市 法人 

損害賠償額 207,669円 

報告第 35号（警察本部） 

事故の 概要 福井市大和田２丁目の駐車場における物損事故 

相  手 方 福井市 個人 

損害賠償額 124,203円 
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報告第 36号（警察本部） 

事故の 概要 福井市花堂２丁目の駐車場における物損事故 

相  手 方 越前市 個人 

損害賠償額 65,362円 
 

 

 

報告第３７号 専決処分の報告について（権利の放棄について） 
（地域福祉課） 

 

区 分 相手方人数 金 額 

介護福祉士等修学資金 1人 709,500円 

・相手方の破産手続き終結により債権を回収できなくなったため 

 


